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給与支払報告書の提出について  

■ 提出先 

〒348-8601　羽生市東６丁目１５番地　　羽生市役所　税務課　市民税係 

 

■ 提出期限 

　令和８年２月２日（月）必着 

 

■ 提出書類　 

1. 総括表 

2. 給与支払報告書（個人明細書） 

3. 普通徴収切替理由書兼仕切書 

 

　＜提出書類の並び順＞ 

 

  例）羽生市への報告人数　６人 

  　　特別徴収　３人 

  　　普通徴収　３人 

 

 

■ 提出対象 

雇用形態（正規・非正規）に関わらず、提出してください。 

※ 退職者で総支給額が３０万円以下の場合、市区町村への提出義務はありませんが、 

公平・適正課税の観点から、あわせて提出をお願いします。  

 R８.１.１現在 令和７年中の給与 提出義務 提出先

 在職 金額に関わらず 有 R８.1.1 現在の住所地

 

退職
３０万円超 有 退職日時点での住所地

 
３０万円以下 無（※）
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総括表について  

■ 様式 

羽生市から送付された総括表を使用してください。（１２月上旬送付予定） 

別様式の総括表で提出する場合は、羽生市での指定番号・徴収区分ごとの従業員数を

明記し、羽生市から送付された総括表を必ず添付してください。 

 

※ 前年度に eLTAX で給与支払報告書を提出された事業所には送付しておりません。 

 

■ 法人番号・個人番号 

≪法　人≫ 

１３桁の番号を記載してください。 

≪個人事業主≫ 

事業主の個人番号を記載し、次の○1 又は○2 の写しを添付してください。 

○1  マイナンバーカード 

○2  通知カード ＋ 身元確認書類（運転免許証等） 

 

■ 総括表の記載事項、記載例 

色の付いた部分　　　を記載してください。 

≪印字内容の訂正について≫ 

羽生市での登録内容が太枠に印字されます。 

名称・所在地に変更がある場合は、赤字で 

訂正してください。 

 

≪報告人員≫ 

特別徴収（給与天引）と普通徴収（個人納付） 

の人数を明記してください。 

※ 普通徴収とするには、理由書兼仕切書の 

提出が必要です。理由書兼仕切書の作成 

は３ページを参照してください。 
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普通徴収切替理由書兼仕切書について  

■ 徴収区分 

在籍されている従業員の市県民税は、特別徴収が原則です。普通徴収とすることがで

きるのは、以下の理由に該当された場合のみです。 

 

 

 

 

 

 

■ 普通徴収切替理由書兼仕切書の記載事項、記載例 

普Ａ：総従業員数が２名以下（下記普Ｂ～普Ｆに該当する従業員を差し引いた人数） 

普Ｂ：他の事業所で特別徴収（乙欄該当者） 

普Ｃ：給与が少なく税額が引けない（住民税非課税の場合など） 

普Ｄ：給与の支払が不定期（例：給与の支払いが毎月でない） 

普Ｅ：事業専従者（個人事業主のみ対象） 

普Ｆ：退職者、退職予定者（５月末日まで）、休職者、育児休業中

1. 右図のとおり、羽生市在住の従業員のうち、

普通徴収に該当する人数を、理由ごとに記載

します。（１人が複数の理由に該当する場合

は、いずれか１つの理由で記載します。） 

2. 右図の【普Ａ～普Ｅ】の合計人数を総括表の

「普通徴収対象者（退職者を除く）」に、

【普Ｆ】の人数を「普通徴収対象者（退職

者）」に記載します。 

3. 給与支払報告書（個人別明細書）の摘要欄に

も、【普Ａ～普Ｆ】の略号を必ず記載してく

ださい。 

総括表・理由書兼仕切書・給与支払報告書（個人

別明細書）の３つで普通徴収対象者が判別できな

いと、普通徴収とすることができない場合があり

ますので、必ず記載してください。


